


土地・建物の売却基準価格

284, 243, 000 円（消費税及び地方消費税を除く）

＊売却基準価格であるため、 これを下回る提案も可

3 提案条件

・ 中心市街地の活性化や前橋市の財政負担縮減につながる事業企画であ

ること

・ 千代田町中心拠点地区の再開発や活発化している民間団体によるまち

づくりに資するよう配慮すること

地 ・建物の売却に伴う引渡しから原則として2年以内に提案事業を開

始し、 事業開始から1 0年以内に事業内容を変更するときは事前に市

の承諾を得ること

－ 対象物件の引渡しは現状有姿とし、 現状での活用、 改修しての活用の

ほか、 建替えも可とするが、 いずれも外観は中心市街地と調和のとれ

たものとするよう配慮すること

4 公募要項等の前橋市ホ ー ムペ ー ジのリンク先

「民間活力導入による前橋テノレサ活用事業事業者公募について」

http s : / / www. city. ma e bash i.ιunma. jp/san引ro_business/9/2/37315.html

間合せ先

前橋市産業経済部産業政策課

担当：手嶋、 樋口

電話：02 7 -8 9 8 - 6 9 8 5 

e-mai 1 : kou只you@city. maebashi. gunma. jp

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/sangyoseisaku/gyomu/2/37312.html
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/sangyoseisaku/gyomu/2/37312.html

